
上越市地方産業育成資金融資規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月２７日 

                    上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市規則第２０号 

上越市地方産業育成資金融資規則の一部を改正する規則 

上越市地方産業育成資金融資規則（昭和４７年上越市規則第２９号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第１項の表中「２．２０％」を「２．３５％」に、「１．７０％」を「１．８５％」

に、「１．９０％」を「２．０５％」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第５条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資について適用し、同

日前に行われた融資については、なお従前の例による。 


